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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局であって、
　前記基地局が管理するセルに隣接するセルを、前記隣接するセルが属するコアネットワ
ークを識別する識別子である、コアネットワークＩＤ、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ Ｅｎｔｉｔｙ）　ＩＤ、ＧＵＭＭＥＩ（Ｇｌｏｂａｌｌｙ　Ｕｎｉｑ
ｕｅ　ＭＭＥ　ＩＤ）、及びＳ－ＧＷ（Ｓａｖｉｎｇ－Ｇａｔｅｗａｙ）　ＩＤのうちい
ずれかと対応付けたリストを記憶する記憶手段と、 
　前記基地局に隣接する基地局から、前記隣接する基地局が記憶するリストをＸ２　ＳＥ
ＴＵＰ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージ及びｅＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤ
ＡＴＥメッセージの少なくとも一方によって受信する受信手段と、 
　前記受信したリストを自基地局が管理するセルのリストとして用いる制御手段と、
を備えることを特徴とする基地局。 
【請求項２】
　前記制御手段は、 
　前記受信したリストを最適化して前記自基地局が管理するセルのリストとして用いる
ことを特徴とする請求項１に記載の基地局。 
【請求項３】
　前記制御手段は、 
　前記リスト内のセルのうち、所定期間中にハンドオーバが実行されていないセルを前記
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リストから削除して前記リストの最適化を行う 
ことを特徴とする請求項１または２に記載の基地局。 
【請求項４】
　前記制御手段は、 
　前記リスト内のセルの所定期間中における受信品質に基づいて、前記リスト内のセルを
リストから削除する 
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１つに記載の基地局。 
【請求項５】
　前記制御手段は、 
　前記リスト内のセルのうち、前記受信品質が一定順位以下のセルを削除する 
ことを特徴とする請求項４に記載の基地局。 
【請求項６】
　前記制御手段は、さらに、 
　前記識別子を参照して、前記リストのセルのうち、前記自基地局が管理するセルと異な
るコアネットワークに属するセルを前記リストから削除する 
ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１つに記載の基地局。 
【請求項７】
　前記制御手段は、さらに、 
　前記識別子を参照して、前記リストのセルのうち、前記自基地局が管理するセルと同一
のコアネットワークに属するセルを前記リストに優先的に残すように最適化を行う 
ことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１つに記載の基地局。 
【請求項８】
　複数の基地局を備える通信システムであって、 
　前記基地局は、 
　前記基地局が管理するセルに隣接するセルを、前記隣接するセルが属するコアネットワ
ークを識別する識別子である、コアネットワークＩＤ、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ Ｅｎｔｉｔｙ）　ＩＤ、ＧＵＭＭＥＩ（Ｇｌｏｂａｌｌｙ　Ｕｎｉｑ
ｕｅ　ＭＭＥ　ＩＤ）、及びＳ－ＧＷ（Ｓａｖｉｎｇ－Ｇａｔｅｗａｙ）　ＩＤのうちい
ずれかと対応付けたリストを記憶する記憶手段と、 
　前記基地局に隣接する基地局から、前記隣接する基地局が記憶するリストをＸ２　ＳＥ
ＴＵＰ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージ及びｅＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤ
ＡＴＥメッセージの少なくとも一方によって受信する受信手段と、 
　前記受信したリストを自基地局が管理するセルのリストとして用いる制御手段と、 
を備えることを特徴とする通信システム。 
【請求項９】
　隣接する基地局が記憶する、前記隣接する基地局が管理するセルに隣接するセルを、前
記隣接するセルが属するコアネットワークを識別する識別子である、コアネットワークＩ
Ｄ、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｅｎｔｉｔｙ）　ＩＤ、ＧＵＭＭ
ＥＩ（Ｇｌｏｂａｌｌｙ　Ｕｎｉｑｕｅ　ＭＭＥ　ＩＤ）、及びＳ－ＧＷ（Ｓａｖｉｎｇ
－Ｇａｔｅｗａｙ）　ＩＤのうちいずれかと対応付けたリストをＸ２　ＳＥＴＵＰ　ＲＥ
ＳＰＯＮＳＥメッセージ及びｅＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥメッセ
ージの少なくとも一方によって受信し、 
　前記受信したリストを自基地局が管理するセルのリストとして用いる、 
ことを特徴とする通信方法。 
【請求項１０】
　隣接する基地局が記憶する、前記隣接する基地局が管理するセルに隣接するセルを、前
記隣接するセルが属するコアネットワークを識別する識別子である、コアネットワークＩ
Ｄ、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｅｎｔｉｔｙ）　ＩＤ、ＧＵＭＭ
ＥＩ（Ｇｌｏｂａｌｌｙ　Ｕｎｉｑｕｅ　ＭＭＥ　ＩＤ）、及びＳ－ＧＷ（Ｓａｖｉｎｇ
－Ｇａｔｅｗａｙ）　ＩＤのうちいずれかと対応付けたリストをＸ２　ＳＥＴＵＰ　ＲＥ
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ＳＰＯＮＳＥメッセージ及びｅＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥメッセ
ージの少なくとも一方によって受信する処理と、 
　前記受信したリストを自基地局が管理するセルのリストとして用いる処理と、 
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局と、基地局を含む通信システム、通信方法およびプログラムの記録媒
体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）において規定されているモバイルネットワークの中継基地局は、基地局とＵｎリンクに
より接続され、セルを構成する。中継基地局を収容する基地局は、Ｄｏｎｎｅｒ　ｅＮｏ
ｄｅＢ（ＤｅＮＢ）と呼ばれる。ＤｅＮＢは、コアネットワークと中継基地局との間のデ
ータを転送する。転送データはＳ１１リンクを介して送信される。
【０００３】
　一般的に、モバイルネットワークは、主としてマクロ基地局により構成されていた。マ
クロ基地局は、広いエリアをカバーできるため、通信事業者が設置する基地局の数は少な
かった。しかし、スマートフォン等の頻繁にインターネット接続する移動端末が増加した
ことにより、多くの基地局を設置する必要が生じている。
【０００４】
　その結果、マクロ基地局に加えてカバレージエリアの小さなピコ基地局や中継基地局の
設置を検討する通信事業者が増加している。よって、１つのセルに隣接するセル数が増加
し、隣接セルリストを手動で作成することが困難になっている。
【０００５】
　隣接セルリストとは、セル内にある移動端末がアイドル状態にあるときに移動先セルを
決定するときに参照されるリストのことをいう。すなわち、あるセルの隣接セルリストと
は、あるセルに隣接するセルのリストである。また、隣接セルリストは、セル内にある移
動端末がＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）　Ｃｏｎｎｅｃｔｅ
ｄ状態にあるときに、基地局がハンドオーバ先セルを決定するときに参照される。一般的
に、隣接セルリストは、基地局によってセル内に報知される。
【０００６】
　隣接セルリストを設定するための技術として、例えば、非特許文献１には、ある基地局
が、他の基地局から隣接セルリストに関する情報を受信することが記載されている。
【０００７】
　また、関連する技術を記載した文献としては、特許文献１や特許文献２が挙げられる。
【０００８】
　特許文献１には、各基地局から情報を収集して最適化端末に送信する保守サーバと、受
信した情報をもとに隣接セルリストの最適化を行う最適化端末が開示されている。
【０００９】
　特許文献２には、基地局を新設する場合の隣接セルリストの最適化に関する技術が開示
されている。まず、新設される基地局は、隣接する基地局に対して通知を送信する。通知
を受信した基地局は、新設される基地局との距離が閾値以下の場合に応答を返す。新設さ
れる基地局は、応答を受信し、かつ距離の近い基地局から順に隣接セルリストに記載する
ことで、最適な隣接セルリストを作成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００８－１５３９６３号公報
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【特許文献２】特開２０１１－００４１０１号公報
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．４２３（Ｖ１０．３．０）、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　
Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）；　Ｘ２　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　（Ｘ
２ＡＰ）」、２０１１年９月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　非特許文献１に記載の技術を用いて、あるセルＡが、他のセルＢから隣接セルリストを
受信する場合を考える。セルＡは、コアネットワークＡに接続する基地局Ａが管理するセ
ルであるとする。このとき、セルＢの隣接セルリストには、コアネットワークＡ以外のコ
アネットワークに接続する基地局が管理するセルも含まれている可能性がある。
【００１３】
　従って、セルＡからハンドオーバしようとする移動端末は、コアネットワークＡ以外に
接続する基地局が管理するセルにハンドオーバする可能性がある。このような場合には、
移動端末のハンドオーバ手続きに要する時間は、同一のコアネットワークに属するセル間
でのハンドオーバに比較して長くなってしまう。
【００１４】
　本発明の目的は、上述した課題を解決することが可能な、基地局、通信システム、通信
方法、およびプログラムの記録媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明による基地局は、前記基地局が管理するセルに隣接するセルを、前記隣接するセ
ルが属するコアネットワークを識別する識別子と対応付けたリストを記憶する記憶手段と
、前記基地局に隣接する基地局から、前記隣接する基地局が記憶するリストを受信する受
信手段と、前記受信したリストを自基地局が管理するセルのリストとして用いる制御手段
と、を備えることを特徴とする。
【００１６】
　本発明による通信システムは、複数の基地局を備える通信システムであって、前記基地
局は、前記基地局が管理するセルに隣接するセルを、前記隣接するセルが属するコアネッ
トワークを識別する識別子と対応付けたリストを記憶する記憶手段と、前記基地局に隣接
する基地局から、前記隣接する基地局が記憶するリストを受信する受信手段と、前記受信
したリストを自基地局が管理するセルのリストとして用いる制御手段と、を備えることを
特徴とする。
【００１７】
　本発明による通信方法は、隣接する基地局が記憶する、前記隣接する基地局が管理する
セルに隣接するセルを、前記隣接するセルが属するコアネットワークを識別する識別子と
対応付けたリストを受信し、前記受信したリストを自基地局が管理するセルのリストとし
て用いる、ことを特徴とする。
【００１８】
　本発明によるプログラムの記録媒体は、隣接する基地局が記憶する、前記隣接する基地
局が管理するセルに隣接するセルを、前記隣接するセルが属するコアネットワークを識別
する識別子と対応付けたリストを受信する処理と、前記受信したリストを自基地局が管理
するセルのリストとして用いる処理と、をコンピュータに実行させるプログラムが記録さ
れていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　隣接セルリストの各セルが、どのコアネットワークに属しているかを判別することが可
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能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第１の実施形態による構成を示した図である。
【図２】第１の実施形態によるリストの一例を示した図である。
【図３】第１の実施形態による動作を示したフローチャートである。
【図４】第２の実施形態によるシステムの構成を示した図である。
【図５】第２の実施形態による基地局の構成を示した図である。
【図６】第２の実施形態による隣接セルリストの一例を示した図である。
【図７】第２の実施形態による動作を示したフローチャートである。
【図８】第２の実施形態による動作を示したフローチャートである。
【図９】第２の実施形態による動作を示したシーケンス図である。
【図１０】第２の実施形態による動作を示したシーケンス図である。
【図１１】第３の実施形態によるシステムの構成を示した図である。
【図１２】第３の実施形態による統計情報の一例を示した図である。
【図１３】第２の実施形態で基地局がピコ基地局に対して送信する情報の一例を示す図で
ある。
【図１４Ａ】第２の実施形態で基地局がピコ基地局に対して送信する情報の一例を示す図
である。
【図１４Ｂ】第２の実施形態で基地局がピコ基地局に対して送信する情報の一例を示す図
である。
【図１５】第２の実施形態で基地局がピコ基地局に対して送信する情報の一例を示す図で
ある。
【図１６Ａ】第２の実施形態で基地局がピコ基地局に対して送信する情報の一例を示す図
である。
【図１６Ｂ】第２の実施形態で基地局がピコ基地局に対して送信する情報の一例を示す図
である。
【図１７Ａ】第２の実施形態で基地局がピコ基地局に対して送信する情報の一例を示す図
である。
【図１７Ｂ】第２の実施形態で基地局がピコ基地局に対して送信する情報の一例を示す図
である。
【図１８】第２の実施形態で基地局がピコ基地局に対して送信する情報の一例を示す図で
ある。
【図１９Ａ】第２の実施形態で基地局がピコ基地局に対して送信する情報の一例を示す図
である。
【図１９Ｂ】第２の実施形態で基地局がピコ基地局に対して送信する情報の一例を示す図
である。
【図２０Ａ】第２の実施形態で基地局がピコ基地局に対して送信する情報の一例を示す図
である。
【図２０Ｂ】第２の実施形態で基地局がピコ基地局に対して送信する情報の一例を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
【００２２】
　［第１の実施形態］
　［構成］
　図１は、本発明の第１の実施形態による基地局１０００の構成例を示した図である。図
１によれば、基地局１０００は、記憶手段１００１と、受信手段１００２と、制御手段１
００３と、を含む。また、基地局１０００は、セルを管理している。
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【００２３】
　記憶手段１００１は、基地局１０００に隣接するセル（図では非表示）のリストを記憶
する。受信手段１００２は、隣接する基地局から、隣接する基地局が記憶するリストを受
信する。制御手段１００３は、受信したリストを、基地局１０００が管理するセルのリス
トとして用いる。
【００２４】
　図２は、記憶手段１００１が記憶するリスト１１００の一例を示した図である。リスト
１１００は、隣接するセルと、各セルが属するコアネットワークを識別する識別子とを対
応付けて記憶している。図２において、例えば、セル＃ａは、「Ａ」という識別子で識別
されるコアネットワークに属していることを示す。
【００２５】
　［動作］
　図３は、第１の実施形態による動作の流れを示すフローチャートである。
【００２６】
　まず、受信手段１００２は、隣接する基地局から、隣接する基地局が記憶するリストを
受信する（Ｓ１００１）。
【００２７】
　次に、制御手段１００３は、受信したリストを、基地局１０００が管理するセルのリス
トとして用いる（Ｓ１００２）。
【００２８】
　［効果］
　上記の通り、第１の実施形態による基地局１０００は、隣接する基地局のリストを、基
地局１０００が管理するセルのリストとして用いている。また、リストは、各セルが属す
るコアネットワークを識別する識別子を記憶している。
【００２９】
　従って、リストに記載された各セルが、どのコアネットワークに属しているかを判別す
ることが可能となる。
【００３０】
　［第２の実施形態］
　［システムの構成］
　図４は、第２の実施形態による通信システムの構成例を示した図である。図４によれば
、第２の実施形態による通信システムは、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）３１０、Ｓ－ＧＷ（Ｓａｖｉｎｇ－Ｇａｔｅｗａｙ）３２０、基地
局３３０、基地局３４０を含む。通信システムは、さらに、中継基地局３５０、移動端末
３６１、移動端末３６２、移動端末３６３を含む。
【００３１】
　基地局３３０、基地局３４０、及びピコ基地局３７０は、ＭＭＥ３１０およびＳ－ＧＷ
３２０とネットワークを介して接続されている。以降、特に区別されない場合には、これ
らの基地局は、単に基地局と呼称される。同様に、移動端末３６１、移動端末３６２、及
び移動端末３６３は、特に区別されない場合には、単に移動端末と呼称される。
【００３２】
　また、移動端末は、図４の例では３台あり、基地局３３０、中継基地局３５０、及びピ
コ基地局３７０にそれぞれ接続されている。
【００３３】
　図４に示す通信システムは、どのようなネットワークで構成されていても良いが、以下
では、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）を用いたネットワークを例に
とって説明する。
【００３４】
　まず、ＭＭＥ３１０は、基地局との間で、Ｓ１－ＭＭＥリンクを介して制御信号を送信
および受信する機能を有する。
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【００３５】
　Ｓ－ＧＷ３２０は、基地局との間でＳ１－Ｕリンクを介してユーザデータを送信および
受信する機能を有する。
【００３６】
　各々の基地局は、セルを管理している。また、基地局は、中継基地局を収容する。図４
では、基地局３４０は、中継基地局３５０を収容している。中継基地局３５０を収容する
基地局３４０は、上述の通り、ＤｅＮＢとも呼ばれる。また、基地局間はＸ２リンクで接
続される。
【００３７】
　なお、ピコ基地局３７０は、基地局３３０と同様の機能を持つが、送信電力が小さく、
基地局３３０と比較してカバレージエリアも小さい。
【００３８】
　また、基地局３４０と中継基地局３５０は、Ｕｎリンクで接続されている。基地局３４
０は、ＭＭＥ３１０およびＳ－ＧＷ３２０と中継基地局３５０間のデータの転送機能を有
する。ＭＭＥ３１０およびＳ－ＧＷ３２０と中継基地局３５０間のデータは、Ｓ１１リン
クを介して転送される。
【００３９】
　なお、図４に示した各装置は上述したもの以外にも多数の機能を持つが、その詳細な機
能についての説明は省略する。
【００４０】
　［基地局の構成］
　次に、図５を用いて基地局の構成について説明する。図５は、ピコ基地局３７０の構成
例を示している。なお、図５の構成は、ピコ基地局３７０だけではなく、他の基地局であ
る、基地局３３０、基地局３４０、あるいは中継基地局３５０にも同様に適用できる。
【００４１】
　以降、第２の実施形態の構成と動作について、特に断りのない限りは、ピコ基地局３７
０を例に説明する。なお、上記の通り、第２の実施形態の構成および動作は、ピコ基地局
３７０に限られるものではなく、基地局３３０、基地局３４０、中継基地局３５０にも適
用できる。また、ピコ基地局３７０は、複数のセルを管理していても良い。しかし、以下
では説明の簡単化のために、ピコ基地局３７０は１つのセルを管理するものとして説明す
る。
【００４２】
　図５によれば、ピコ基地局３７０は、記憶部３７１、受信部３７２、制御部３７３、選
択部３７４、及び測定部３７５を含む。
【００４３】
　記憶部３７１は、ピコ基地局３７０が管理するセルの隣接セルリストを記憶する。隣接
セルリストは、上述の通り、ピコ基地局３７０からのハンドオーバ先の候補となるセルを
示したリストである。記憶部３７１が記憶する隣接セルリストについては、後に詳しく説
明する。
【００４４】
　受信部３７２は、ピコ基地局３７０が管理するセルに隣接する基地局の有する隣接セル
リストを受信する。
【００４５】
　制御部３７３は、受信部３７２が受信した他の基地局の隣接セルリストを、ピコ基地局
３７０が管理するセルの隣接セルリストとして用いる。
【００４６】
　選択部３７４は、隣接する基地局のセルの状態に基づいて、隣接セルリストを受信する
基地局を選択する。選択部３７４は、隣接する基地局のセルの状態を、記憶部３７１の隣
接セルリストまたは測定部３７５から受信する。
【００４７】
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　測定部３７５は、隣接するセルのハンドオーバ回数やハンドオーバ失敗率等の情報を測
定し、選択部３７４または記憶部３７１に出力する。
【００４８】
　図６は、記憶部３７１が記憶する隣接セルリスト３７６の例を示す図である。図６では
、セル＃ａ、＃ｂ、＃ｃ、＃ｄ、＃ｆ、＃ｅが、隣接セルとしてリストアップされている
。さらに、図６では、各セルに対して、各セルが属するコアネットワークの識別子（コア
ネットワークＩＤ）が対応付けられている。例えば、セル＃ａは、「Ａ」という識別子で
識別されるコアネットワークに属している。より正確に言えば、コアネットワークＩＤが
「Ａ」であることは、セル＃ａを管理する基地局が、「Ａ」という識別子で識別されるコ
アネットワークに属していることを示す。コアネットワークの識別子としては、例えば、
コアネットワークＩＤ（以下、ＣＮ－ＩＤ）、ＭＭＥ　ＩＤ、ＧＵＭＭＥＩ（Ｇｌｏｂａ
ｌｌｙ　Ｕｎｉｑｕｅ　ＭＭＥ　ＩＤ）、またはＳ－ＧＷ　ＩＤ等を用いることが考えら
れる。どのコアネットワークに接続しているかが識別できるものであれば、コアネットワ
ークの識別子はどのようなものでも良い。
【００４９】
　なお、以下では、説明の簡単化のために、隣接セルリスト３７６にはコアネットワーク
を識別するための識別子として、ＣＮ－ＩＤが用いられる。また、図６では、各セルに対
してＣＮ－ＩＤのみが対応付けられているが、その他の情報が各セルに対して対応付けら
れていても良い。例えば、セルごとのハンドオーバ回数、ハンドオーバ成功率、ハンドオ
ーバ失敗率や、セルごとの受信品質等が、各セルに対応して記憶されてもよい。
【００５０】
　［動作］
　以下、第２の実施形態による動作について、図７を参照し、ピコ基地局３７０を例にと
って説明する。図７は、ピコ基地局３７０の動作を示したフローチャートである。
【００５１】
　まず、選択部３７４は、隣接セルリストを受信する他の基地局を選択する（Ｓ１０１）
。ここでは、選択部３７４は、隣接セルリストを受信する基地局として、基地局３３０を
選択したとする。選択部３７４は、選択した基地局３３０に対して、隣接セルリストの送
信を要求する。
【００５２】
　ピコ基地局３７０から基地局３３０への隣接セルリストの送信要求は、専用のメッセー
ジを用いることができる。また、専用のメッセージではなく、非特許文献１に記載されて
いる「Ｘ２　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳＴ」や、「ｅＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ
　ＵＰＤＡＴＥ」等を用いても良い。また、ピコ基地局３７０は、基地局３３０に対して
直接隣接セルリストの送信を要求しても良いし、ＭＭＥ３１０等を介して間接的に隣接セ
ルリストの送信を要求しても良い。
【００５３】
　次に、受信部３７２は、選択した基地局から、隣接セルリストを受信する（Ｓ１０２）
。Ｓ１０２において、選択した基地局３３０からピコ基地局３７０への隣接セルリストの
送信は、専用メッセージを用いることができる。また、専用のメッセージではなく、非特
許文献１に記載されている「Ｘ２　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ」や「ｅＮＢ　ＣＯＮ
ＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥ」等を用いても良い。
【００５４】
　なお、Ｓ１０１とＳ１０２における基地局間での隣接セルリストの送受信方法について
は、後に詳しく説明する。
【００５５】
　Ｓ１０２で受信部３７２が隣接セルリストを受信すると、ピコ基地局３７０はＳ１０３
の動作を行う。制御部３７３は、受信した隣接セルリストを最適化する（Ｓ１０３）。こ
の最適化についても、後に詳しく説明する。
【００５６】
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　最後に、制御部３７３は、最適化した隣接セルリストを、ピコ基地局３７０が管理する
セルの隣接セルリストとして用いる（Ｓ１０４）。
【００５７】
　なお、図７では、Ｓ１０３の後にＳ１０４を行うという動作の流れを説明した。しかし
、Ｓ１０３を行わずに、自基地局の隣接セルリストとして、Ｓ１０２で受信した隣接セル
リストを、最適化せずに使い始めても良い。その場合には、Ｓ１０４の後に、定期的、ま
たは何らかのタイミングによって、Ｓ１０３に示された最適化の手順を行うことができる
。
【００５８】
　また、Ｓ１０３に示された最適化については、単に、隣接セルリスト３７６から、送信
元のセルの情報と、ピコ基地局３７０のセルの情報を削除するだけでも良い。まず、ピコ
基地局３７０の受信部３７２が、基地局３３０からセル＃ｂの隣接セルリストを受信した
とする。このとき、基地局３３０から受信した隣接セルリストには、セル＃ｂはハンドオ
ーバの候補先として記載されていない。よって、まず、ピコ基地局３７０の制御部３７３
は、受信した隣接セルリストに、セル＃ｂを追加し、ピコ基地局３７０が管理するセルを
削除する。ピコ基地局３７０は、作成した隣接セルリストを、ピコ基地局３７０が管理す
るセルの隣接セルリスト３７６として使用する。
【００５９】
　［受信した隣接セルリストの最適化］
　以下、受信した隣接セルリストの最適化について、図８のフローチャートを参照して説
明する。
【００６０】
　なお、以下に説明する動作内容は、図７のＳ１０３に相当する。しかし、Ｓ１０４まで
の一連の動作が終わった後に、定期的もしくは何らかのタイミングで隣接セルリスト３７
６を最適化するような場合に、以下に説明する動作が行われても良い。
【００６１】
　また、以下では、説明の便宜上、現在、処理の対象としているセルを「セルＡ」として
説明する。
【００６２】
　まず、制御部３７３は、配下のセルで発生した、隣接セル単位のハンドオーバの回数を
確認する。同時に、制御部３７３は、移動端末から受信した測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）の内容を確認する（Ｓ２０１）。
【００６３】
　ここで、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔとは、移動端末が基地局に送信する、
移動端末の周辺セルの通信品質の報告である。より具体的には、移動端末は、現在通信中
のセルの隣接セルにおける通信品質を測定し、判定条件を参照して、測定された通信品質
が所定の通信品質を満たすと判定する。このような場合、移動端末は、その旨を示すＭｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを基地局に対して送信する。Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
　Ｒｅｐｏｒｔを受信した基地局は、報告の内容に応じて、移動端末について、現在通信
中のセルから、より通信品質の良い別のセルに、ハンドオーバを行うべき旨を決定する。
【００６４】
　次に、制御部３７３は、隣接セルリスト３７６に記載されたセルＡに対して、所定期間
中にハンドオーバが発生しているかどうかを判定する（Ｓ２０２）。所定期間中に、セル
Ａに対してハンドオーバが発生している場合には、セルＡに対しての処理は終了する。
【００６５】
　その後、隣接セルリスト３７６にまだ最適化の処理を行っていないセルがあれば、制御
部３７３は、再びＳ２０１からの一連の動作を繰り返しても良い。
【００６６】
　Ｓ２０２の判定の結果、所定期間中、セルＡに対してハンドオーバが発生していない場
合には、Ｓ２０３の動作を行う。制御部３７３は、セルＡが、所定期間中にピコ基地局３
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７０が受信したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ内の受信品質が良いセルの上位２
つに含まれているかどうかを判定する（Ｓ２０３）。ここで、受信品質の指標としては、
例えば、ＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ
）や、ＲＳＲＱ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔ
ｙ）等を用いることができる。
【００６７】
　一方、Ｓ２０３の判定の結果、セルＡが受信品質の上位２セルに含まれていなければ、
制御部３７３は、セルＡを隣接セルリスト３７６から削除して、セルＡに対する処理を終
了する（Ｓ２０５）。
【００６８】
　Ｓ２０３の判定の結果、セルＡが受信品質の上位２セルに含まれていれば、Ｓ２０４の
処理に進む。制御部３７３は、セルＡに対応するＣＮ－ＩＤが、ピコ基地局３７０が接続
するコアネットワークのＣＮ－ＩＤと同じかどうかを判定する（Ｓ２０４）。Ｓ２０４の
判定の結果、セルＡに対応するＣＮ－ＩＤが、ピコ基地局３７０が接続するコアネットワ
ークのＣＮ－ＩＤと同じであれば、制御部３７３は、セルＡを隣接セルリスト３７６から
削除せずに処理を終了する。
【００６９】
　また、Ｓ２０４の判定の結果、セルＡに対応するＣＮ－ＩＤが、ピコ基地局３７０が接
続するコアネットワーク３７０のＣＮ－ＩＤと異なっている場合には、制御部３７３は、
セルＡを隣接セルリスト３７６から削除する（Ｓ２０５）。
【００７０】
　なお、隣接セルリスト３７６からセルＡを削除するかどうかの判断基準として、他の基
準が採用されても良い。他の基準としては、例えば、受信品質の上位２セルに含まれてい
るかどうかではなく、任意の数の順位以内にセルＡの受信品質が含まれているかどうかで
セルＡの削除の要否を判断することが考えられる。また、セルＡの受信品質が閾値以上か
どうかで、削除の要否を判断することも可能である。この場合、セルＡの受信品質が閾値
以上であった場合には、Ｓ２０４の処理に進み、セルＡの受信品質が閾値未満であった場
合には、Ｓ２０５の処理に進む、という処理も可能である。
【００７１】
　また、Ｓ２０４では、制御部３７３が、セルＡに対応するＣＮ－ＩＤが、ピコ基地局３
７０が接続するコアネットワークのＣＮ－ＩＤと同一であるかどうかを判定していた。し
かし、上記の通り、ＣＮ－ＩＤに代えて、ＭＭＥ　ＩＤ、ＧＵＭＭＥＩ、またはＳ－ＧＷ
　ＩＤ等により判定を行っても良い。
【００７２】
　さらに、Ｓ２０５では、Ｓ２０３またはＳ２０４の条件に合わなかったセルＡを隣接セ
ルリストから削除しているが、他の操作を行うこともできる。例えば、Ｓ２０２の判断の
結果、所定期間中にセルＡに対するハンドオーバが発生していた場合には、隣接セルリス
ト３７６において、セルＡを優先的に残す（削除しない）処理を行うことができる。より
具体的には、セルＡの優先度を高めるといった方法が考えられる。また、Ｓ２０４の判断
の結果、セルＡに対応するＣＮ－ＩＤがピコ基地局３７０の接続するコアネットワークの
ＣＮ－ＩＤと同一であると判断された場合にも、上記のような処理を行うことができる。
【００７３】
　［隣接セルリストの受信方法］
　次に、基地局間での隣接セルリストの送受信方法について説明する。以下に説明する動
作は、図７のフローチャートでいえば、Ｓ１０１とＳ１０２に相当する。
【００７４】
　図９は、ピコ基地局３７０と基地局３３０間での隣接セルリストの送受信の様子を示し
ている。
【００７５】
　まず、ピコ基地局３７０は、Ｓ１０１で選択した基地局３３０に対して、隣接セルリス
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ト送信要求を送信する（Ｓ１１１）。この隣接セルリスト送信要求は、専用のメッセージ
を用いることができる。また、専用のメッセージではなく、非特許文献１に記載されてい
る「Ｘ２　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳＴ」や、「ｅＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　
ＵＰＤＡＴＥ」等を用いても良い。
【００７６】
　次に、基地局３３０は、隣接セルリスト送信要求を受けると、ピコ基地局３７０に対し
て、隣接セルリストを送信する（Ｓ１１２）。この隣接セルリストの送信は、専用のメッ
セージを用いることができる。また、専用のメッセージではなく、非特許文献１に記載さ
れている「Ｘ２　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ」や「ｅＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩ
ＯＮ　ＵＰＤＡＴＥ」等を用いても良い。
【００７７】
　ここで、Ｓ１１２で基地局３３０がピコ基地局３７０に対して送信する情報の一例を、
図１３と図１４に示す。
【００７８】
　図１３は、非特許文献１における「Ｘ２　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ」の情報に、
「ＣＮ　ＩＤ」を加えた図である。このＣＮ　ＩＤは、セルが属するコアネットワークを
識別する識別子であり、例えば、上述のＣＮ－ＩＤ、ＭＭＥ　ＩＤ、ＧＵＭＭＥＩ、Ｓ－
ＧＷ　ＩＤ等を用いても良い。
【００７９】
　図１３において、ＣＮ　ＩＤは、リストとして追加されても良い。セルを管理する基地
局が、複数のコアネットワークに接続される場合には、図１３における「Ｒａｎｇｅ」に
は複数のコアネットワークを識別する識別子がリストとして記載される。図１３では、Ｃ
Ｎ　Ｉｄｓは、１から「ｍａｘ　ｎｏ　ｏｆ　ＭＭＥｓ」、ＭＭＥの最大数までのリスト
が用意されていることを示している。また、ＣＮ　Ｉｄｓは、ＭＭＥの最大数でなく、Ｃ
Ｎ　ＩＤの最大数（ｍａｘｎｏｏｆＣＮＩＤｓ）や、Ｓ－ＧＷの最大数（ｍａｘｎｏｏｆ
ＳＧＷｓ）等としても良い。
【００８０】
　また、基地局３３０がピコ基地局３７０に対して送信する情報としては、非特許文献１
における「ｅＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥ」を用いても良い。この
場合には、図１３と同様に、「ｅＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥ」に
対して、ＣＮ－ＩＤ、ＭＭＥ　ＩＤ、ＧＵＭＭＥＩ、Ｓ－ＧＷ　ＩＤ等が加えられる。
【００８１】
　図１４は、図１３における、「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の
詳細を示す図である。なお、図１４は、便宜上、図１４Ａおよび図１４Ｂの２つの図面に
分かれているが、図１４Ａと図１４Ｂとを合わせて、上記の「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の情報の詳細が示される。以下では、図１４Ａと図１４Ｂとを
合わせて図１４と呼称して説明する。なお、後述する図１６、図１７、図１９、図２０に
ついても同様に扱われる。図１４に示した情報は、非特許文献１における「Ｓｅｒｖｅｄ
　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の情報に、「Ｃｅｌｌ　Ｔｙｐｅ」を加えたもの
である。このＣｅｌｌ　Ｔｙｐｅは、セルのカバレージエリアの大きさを示す情報である
。図３のネットワーク構成を例に挙げると、基地局３３０や基地局３４０のセルであれば
、カバレージエリアは大きいという情報が設定される。一方、ピコ基地局３７０や中継基
地局３５０のセルであれば、カバレージエリアは小さいという情報が設定される。
【００８２】
　また、図１４に示した「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」には、Ｃ
Ｎ－ＩＤ、ＭＭＥ　ＩＤ、ＧＵＭＭＥＩ、Ｓ－ＧＷ　ＩＤ等のコアネットワークを識別す
る識別子を用いることも可能である。図１６Ａおよび図１６Ｂは、「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅ
ｌｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」にＣＮ　ＩＤを加えた場合の例を示す図である。また、
図１７Ａおよび図１７Ｂのように、「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
」にＣｅｌｌ　ＴｙｐｅとＣＮ　ＩＤの双方を追加することもできる。
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【００８３】
　図１６、図１７の例では、ＣＮ　ＩＤの「Ｐｒｅｓｅｎｃｅ」は「Ｍ（Ｍａｎｄａｔｏ
ｒｙ）」に設定されており、必ずＣＮ　ＩＤが含まれている必要があったが、必須でない
ような設定をすることもできる。図１９Ａおよび図１９Ｂは、図１６の「Ｓｅｒｖｅｄ　
Ｃｅｌｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」において、ＣＮ　ＩＤがＭでなくオプションとして
設定される場合の例を示している。同様に、図２０Ａおよび図２０Ｂは、図１７の「Ｓｅ
ｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」において、ＣＮ　ＩＤがＭでなくオプシ
ョンとして設定される場合の例を示している。
【００８４】
　図９では、ピコ基地局３７０と基地局３３０が直接隣接セルリストを送受信する例を示
した。しかし、図１０のように、隣接セルリストの送受信は、ＭＭＥ３１０等を介しても
良い。図１０に示す処理の流れは、図９とほぼ同様であるが、Ｓ１２２でＭＭＥ３１０が
隣接セルリスト送信要求を中継する点と、Ｓ１２４で隣接セルリストを中継する点で、図
９とは異なっている。
【００８５】
　ここまでは、ピコ基地局３７０の要求に応じて、基地局３３０が隣接セルリストを送信
する場合の構成と動作について説明した。しかしながら、ピコ基地局３７０からの要求を
受けることなく、基地局３３０が能動的に、基地局３３０が管理するセルの隣接セルリス
トを他の基地局に周知するような構成を採用することも可能である。
【００８６】
　隣接セルリストの送信には、専用のメッセージが用いられても良いし、非特許文献１に
記載されている「Ｘ２　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳＴ」や、「ｅＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲ
ＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥ」等が用いられても良い。
【００８７】
　図１５は、非特許文献１の「Ｘ２　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳＴ」に対して、コアネッ
トワークを識別する識別子の１つである、ＣＮ　ＩＤを追加した図である。コアネットワ
ークを識別する識別子としては、ＣＮ　ＩＤ以外にも、ＭＭＥ　ＩＤ、ＧＵＭＭＥＩ、Ｓ
－ＧＷ　ＩＤ等が用いられても良い。また、「ｅＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　Ｕ
ＰＤＡＴＥ」用いられる場合にも、図１５と同様に、ＣＮ　ＩＤ等のコアネットワークを
識別する識別子を追加すれば良い。
【００８８】
　また、図１９、図２０と同様に、「Ｘ２　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳＴ」や「ｅＮＢ　
ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥ」においても、ＣＮ　ＩＤをＭａｎｄａｔｏ
ｒｙではなくオプションとして設定することができる。図１８は、図１５の「Ｘ２　ＳＥ
ＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳＴ」において、ＣＮ　ＩＤがＭでなくオプションとして設定される
場合の例を示す図である。「ｅＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥ」が用
いられる場合にも、図１８と同様にして、ＣＮ　ＩＤをオプションとして設定することが
できる。
【００８９】
　［効果］
　上記の通り、第２の実施形態による基地局は、隣接する基地局のリストを、基地局が管
理するセルの隣接セルリストとして用いている。また、隣接セルリストは、各セルが属す
るコアネットワークを識別する識別子（ＣＮ－ＩＤ）を記憶している。
【００９０】
　従って、隣接セルリストに記載された各セルが、どのコアネットワークに属しているか
を判別することが可能となる。
【００９１】
　よって、隣接セルリストには、同一のコアネットワークに接続する基地局のセルを優先
的に残すことができるようになる。その結果、移動端末が、隣接セルリストを参照してハ
ンドオーバしようとする場合に、同一のコアネットワークに接続する基地局のセルにハン
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ドオーバする可能性を高めることが可能となる。
【００９２】
　さらに、一般的に、ハンドオーバ手続き中にコアネットワークの切り替えが発生すると
、ハンドオーバの手続きにかかる時間は、同一のコアネットワーク間でのハンドオーバと
比較して長くなる。よって、第２の実施形態によれば、同一のコアネットワークに属する
セルを優先的に隣接セルリストに残すことができるので、移動端末のハンドオーバ手続き
にかかる時間を短縮することが可能となる。
【００９３】
　［第３の実施形態］
　続いて、第３の実施形態について説明する。第３の実施形態では、図７のフローチャー
トにおけるＳ１０１、隣接セルリストを受信する基地局の選択方法について説明する。第
３の実施形態は、第１の実施形態および第２の実施形態と適宜組み合わせて適用されても
よい。なお、各基地局の構成は、第２の実施形態と同様であるので、説明は省略する。
【００９４】
　［動作］
　図１１は、基地局３３０、基地局３４０、中継基地局３５０、ピコ基地局３７０、ピコ
基地局３８０のセルと、移動端末３６１、移動端末３６２との関係を示した図である。な
お、簡単のために、ＭＭＥ３０１、Ｓ－ＧＷ３０２の記載は省略された。。また、各基地
局は複数のセルを有しても良いが、図１１の例では、各基地局はそれぞれ１つのセルを有
しているとする。
【００９５】
　図１１の例では、移動端末３６１、ピコ基地局３７０とピコ基地局３８０は、基地局３
３０のセルに包含されている。同様に、移動端末３６２、中継基地局３５０とピコ基地局
３８０は、基地局３４０のセルに包含されている。
【００９６】
　上述した通り、中継基地局３５０やピコ基地局３７０、ピコ基地局３８０のカバレージ
エリアは、基地局３３０、基地局３４０と比べて小さい。従って、そのような基地局の有
する隣接セルリストにリストアップされるセルも、必然的に少なくなる。
【００９７】
　そこで、第３の実施形態では、ピコ基地局や中継基地局等のカバレージエリアの小さい
基地局は、よりカバレージエリアの大きい基地局から隣接セルリストを受信して、自身の
隣接セルリストとして用いる。
【００９８】
　例えば、ピコ基地局３７０は、ピコ基地局３７０を包含するセルを有する基地局３３０
から、隣接セルリストを受信する。同様に、中継基地局３５０は、中継基地局３５０を包
含するセルを有する基地局３４０から、隣接セルリストを受信する。また、基地局３３０
と基地局３４０との双方のセルに包含されるピコ基地局３８０は、基地局３３０と基地局
３４０とのうち、隣接セルリストを受信する基地局を選択して、選択した基地局から隣接
セルリストを受信する。
【００９９】
　なお、ピコ基地局３７０、３８０が基地局３３０、３４０から隣接セルリストを受信す
る方法は、第２の実施形態で述べた図９、図１０の方法とほぼ同様であるので、その説明
は省略する。
【０１００】
　ただし、隣接セルリスト送信要求を受けた基地局が、要求元の基地局に対して隣接セル
リストを送る際、例えば図９のＳ１１２、図１０のＳ１２３、Ｓ１２４では、カバレージ
エリアの情報を含める必要がある。
【０１０１】
　［ピコ基地局の動作］
　以降、ピコ基地局３７０が管理するセルの隣接セルリストを受信するまでの動作につい
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て、具体的に説明する。なお、ピコ基地局３８０も同様の動作をするため、その説明は省
略する。
【０１０２】
　まず、セルプランニングにより地理情報等から距離的に近いセルが、ピコ基地局３０７
の隣接セルリストの初期値として入力される。
【０１０３】
　測定部３７５は、初期の隣接セルリストの各セルについて、統計情報としてハンドオー
バ回数とハンドオーバ失敗率を測定する。測定部３７５が測定した統計情報は、図１２の
ようなテーブルに記憶される。
【０１０４】
　図１２では、統計情報として、隣接セル毎のハンドオーバ回数とハンドオーバ失敗率が
含まれている。また、図１２では、ハンドオーバ回数の多い順にセルが並べられている。
統計情報としては、他にハンドオーバ成功率等を用いても良い。
【０１０５】
　次に、選択部３７４は、図１２のテーブルを参照して、ピコ基地局３７０が有するセル
を包含しているセル、もしくはもっとも重なりが大きいセルを特定する。例えば、ピコ基
地局３７０は、ハンドオーバ回数が最も多く、かつハンドオーバ失敗率が閾値未満のセル
を選択する。ハンドオーバ失敗率の閾値を１０％とすると、ピコ基地局３７０が選択する
セルはセル＃ｂとなる。
【０１０６】
　選択部３７４は、Ｘ２リンク、もしくはＳ１リンクを介して選択したセル＃ｂを管理す
る基地局３３０に対して、隣接セルリストの送信を要求する。
【０１０７】
　基地局３３０は、セル＃ｂの隣接セルリストをピコ基地局３７０へ送信する。ここで、
基地局３３０はカバレージエリアの大きさを示す情報も合わせて送信する。この情報は基
地局の固有の識別子や、ピコ基地局や中継基地局等の基地局の種類を示す識別子であって
もよい。
【０１０８】
　よって、仮に、隣接セルリストの送信要求を受信したセルがピコ基地局もしくは中継基
地局のセルであった場合、隣接セルリストの送信時にカバレージエリアの小さなセルであ
ることを通知することになる。
【０１０９】
　その場合、隣接セルリストを受信したピコ基地局３７０は、受信した隣接セルリストを
使用しないという決定もできる。なぜなら、カバレージエリアの小さなセルに隣接するセ
ル数は少ないため、ピコ基地局３７０において隣接セルの設定漏れが生じる可能性がある
ためである。
【０１１０】
　ピコ基地局３７０が、ピコ基地局３８０、もしくは中継基地局３５０のセルの隣接セル
リストを使用しない場合には、以下の動作を行う。ピコ基地局３７０は、ピコ基地局３７
０が管理するセルの隣接セルについての統計情報のリストのうち、優先度が高いセルから
順番に隣接セルリストの送信を要求する。ピコ基地局３７０は、ピコ基地局３８０もしく
は中継基地局３５０のセル以外のセルから隣接セルリストを受信できるまで繰り返す。
【０１１１】
　［中継基地局の動作］
　次に、中継基地局３５０の隣接セルリストを受信するまでの動作について、具体的に説
明する。
【０１１２】
　中継基地局３５０は、中継基地局３５０に接続しているＤｅＮＢを選択する。図４と図
１１の例では、基地局３４０が選択される。
【０１１３】
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　中継基地局３５０は、Ｕｎリンクを介して、基地局３４０に対して隣接セルリストの送
信を要求する。無線基地局３３０は隣接セルリストを中継基地局３５０へ送信する。
【０１１４】
　以上、第３の実施形態について、ピコ基地局と中継基地局を例にとって説明した。しか
しながら、ピコ基地局や中継基地局ではない、例えば基地局３３０や基地局３４０に対し
ても、第３の実施形態の構成および動作は適用可能である。例えば基地局３３０において
、基地局３４０から隣接セルリストを受信して、受信した隣接セルリストを自局が管理す
るセルの隣接セルリストとして用いることも可能である。同様に、ピコ基地局や中継基地
局よりもさらにカバレージの小さいフェムト基地局に対しても、第３の実施形態による構
成および動作を適用可能である。
【０１１５】
　［効果］
　上記の通り、第３の実施形態による基地局は、第２の実施形態と同様に、隣接する基地
局のリストを、基地局が管理するセルの隣接セルリストとして用いている。また、隣接セ
ルリストは、各セルが属するコアネットワークを識別する識別子（ＣＮ－ＩＤ）を記憶し
ている。
【０１１６】
　従って、隣接セルリストに記載された各セルが、どのコアネットワークに属しているか
を判別することが可能となる。
【０１１７】
　よって、隣接セルリストには、同一のコアネットワークに接続する基地局のセルを優先
的に残すことができるようになる。その結果、移動端末が、隣接セルリストを参照してハ
ンドオーバしようとする場合に、同一のコアネットワークに接続する基地局のセルにハン
ドオーバする可能性を高めることが可能となる。
【０１１８】
　さらに、一般的に、ハンドオーバ手続き中にコアネットワークの切り替えが発生すると
、ハンドオーバの手続きにかかる時間は、同一のコアネットワーク間でのハンドオーバと
比較して長くなる。よって、第３の実施形態によれば、同一のコアネットワークに属する
セルを優先的に隣接セルリストに残すことができるので、移動端末のハンドオーバ手続き
にかかる時間を短縮することが可能となる。
【０１１９】
　以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定され
るものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得
る様々な変更をすることができる。
【０１２０】
　また、上記の実施形態による基地局、ピコ基地局、中継基地局は、その有する機能をハ
ードウェアで実現することも可能であるし、コンピュータと、コンピュータ上で実行され
るプログラムとで実現することも可能である。プログラムは、磁気ディスクや半導体メモ
リ等の記録媒体に記録されて提供され、コンピュータの立ち上げ時などにコンピュータに
読み取られる。このようにコンピュータの動作を制御し、コンピュータを上述の各実施形
態における基地局、ピコ基地局、中継基地局として機能させ、前述した処理を行わせる。
【０１２１】
　この出願は、２０１２年１月１６日に出願された日本出願特願２０１２－００６３２４
を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【０１２２】
　さらに、上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、
以下には限られない。
【０１２３】
　（付記１）
　基地局であって、
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　前記基地局が管理するセルに隣接するセルを、前記隣接するセルが属するコアネットワ
ークを識別する識別子と対応付けたリストを記憶する記憶手段と、
　前記基地局に隣接する基地局から、前記隣接する基地局が記憶するリストを受信する受
信手段と、
　前記受信したリストを自基地局が管理するセルのリストとして用いる制御手段と、
　を備えることを特徴とする基地局。
【０１２４】
　（付記２）
　前記制御手段は、
　前記受信したリストを最適化して前記自基地局が管理するセルのリストとして用いる　
ことを特徴とする付記１に記載の基地局。
【０１２５】
　（付記３）
　前記制御手段は、
　前記リスト内のセルのうち、所定期間中にハンドオーバが実行されていないセルを前記
リストから削除して前記リストの最適化を行う　ことを特徴とする付記１または２に記載
の基地局。
【０１２６】
　（付記４）
　前記制御手段は、
　前記リスト内のセルの所定期間中における受信品質に基づいて、前記リスト内のセルを
リストから削除する
　ことを特徴とする付記１から３のいずれか１つに記載の基地局。
【０１２７】
　（付記５）
　前記制御手段は、
　前記リスト内のセルのうち、前記受信品質が一定順位以下のセルを削除する
　ことを特徴とする付記４に記載の基地局。
【０１２８】
　（付記６）
　前記制御手段は、さらに、
　前記識別子を参照して、前記リストのセルのうち、前記自基地局が管理するセルと異な
るコアネットワークに属するセルを前記リストから削除する
　ことを特徴とする付記１から付記５のいずれか１つに記載の基地局。
【０１２９】
　（付記７）
　前記制御手段は、さらに、
　前記識別子を参照して、前記リストのセルのうち、前記自基地局が管理するセルと同一
のコアネットワークに属するセルを前記リストに優先的に残すように最適化を行う
　ことを特徴とする付記１から付記６のいずれか１つに記載の基地局。
【０１３０】
　（付記８）
　前記制御手段は、さらに、
　前記識別子を参照して、前記リストのセルのうち、前記自基地局が管理するセルと同一
のコアネットワークに属するセルの前記リスト内での優先度を上げるように最適化を行う
　ことを特徴とする付記１から付記７のいずれか１つに記載の基地局。
【０１３１】
　（付記９）
　前記制御手段は、
　前記受信したリストの送付元の基地局が管理するセルと、自基地局が管理するセルとを
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削除して前記リストの最適化を行う
　ことを特徴とする付記１から８のいずれか１つに記載の基地局。
【０１３２】
　（付記１０）
　前記基地局は、さらに、
　前記リストを受信する基地局を選択する選択手段を備える
　ことを特徴とする付記１から９のいずれか１つに記載の基地局。
【０１３３】
　（付記１１）
　前記選択手段は、前記隣接する基地局が管理するセルのハンドオーバ回数に基づいて、
前記リストを受信する基地局を選択する
　ことを特徴とする付記１０に記載の基地局。
【０１３４】
　（付記１２）
　前記選択手段は、前記隣接する基地局が管理するセルのハンドオーバ成功率に基づいて
、前記リストを受信する基地局を選択する
　ことを特徴とする付記１０または１１に記載の基地局。
【０１３５】
　（付記１３）
　前記選択手段は、前記隣接する基地局が管理するセルのハンドオーバ失敗率に基づいて
、前記リストを受信する基地局を選択する
　ことを特徴とする付記１０から１２のいずれか１つに記載の基地局。
【０１３６】
　（付記１４）
　複数の基地局を備える通信システムであって、
　前記基地局は、
　前記基地局が管理するセルに隣接するセルを、前記隣接するセルが属するコアネットワ
ークを識別する識別子と対応付けたリストを記憶する記憶手段と、
　前記基地局に隣接する基地局から、前記隣接する基地局が記憶するリストを受信する受
信手段と、
　前記受信したリストを自基地局が管理するセルのリストとして用いる制御手段と、
　を備えることを特徴とする通信システム。
【０１３７】
　（付記１５）
　前記制御手段は、
　前記受信したリストを最適化して前記自基地局が管理するセルのリストとして用いる
　ことを特徴とする付記１４に記載の通信システム。
【０１３８】
　（付記１６）
　前記制御手段は、
　前記リスト内のセルのうち、所定期間中にハンドオーバが実行されていないセルを前記
リストから削除して前記リストの最適化を行う
　ことを特徴とする付記１４または１５に記載の通信システム。
【０１３９】
　（付記１７）
　前記制御手段は、
　前記リスト内のセルの所定期間中における受信品質に基づいて、前記リスト内のセルを
リストから削除する
　ことを特徴とする付記１４から１７のいずれか１つに記載の通信システム。
【０１４０】
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　（付記１８）
　前記制御手段は、
　前記リスト内のセルのうち、前記受信品質が一定順位以下のセルを削除する
　ことを特徴とする付記１７に記載の通信システム。
【０１４１】
　（付記１９）
　前記制御手段は、さらに、
　前記識別子を参照して、前記リストのセルのうち、前記自基地局が管理するセルと異な
るコアネットワークに属するセルを前記リストから削除する
　ことを特徴とする付記１４から付記１８のいずれか１つに記載の通信システム。
【０１４２】
　（付記２０）
　前記制御手段は、さらに、
　前記識別子を参照して、前記リストのセルのうち、前記自基地局が管理するセルと同一
のコアネットワークに属するセルを前記リストに優先的に残すように最適化を行う
　ことを特徴とする付記１４から付記１９のいずれか１つに記載の通信システム。
【０１４３】
　（付記２１）
　前記制御手段は、さらに、
　前記識別子を参照して、前記リストのセルのうち、前記自基地局が管理するセルと同一
のコアネットワークに属するセルの前記リスト内での優先度を上げるように最適化を行う
　ことを特徴とする付記１４から付記２０のいずれか１つに記載の通信システム。
【０１４４】
　（付記２２）
　前記制御手段は、
　前記受信したリストの送付元の基地局が管理するセルと、自基地局が管理するセルとを
削除して前記リストの最適化を行う
　ことを特徴とする付記１４から２１のいずれか１つに記載の通信システム。
【０１４５】
　（付記２３）
　前記基地局は、さらに、
　前記リストを受信する基地局を選択する選択手段を備える
　ことを特徴とする付記１４から２２のいずれか１つに記載の通信システム。
【０１４６】
　（付記２４）
　前記選択手段は、前記隣接する基地局が管理するセルのハンドオーバ回数に基づいて、
前記リストを受信する基地局を選択する
　ことを特徴とする付記２３に記載の通信システム。
【０１４７】
　（付記２５）
　前記選択手段は、前記隣接する基地局が管理するセルのハンドオーバ成功率に基づいて
、前記リストを受信する基地局を選択する
　ことを特徴とする付記２３または２４に記載の通信システム。
【０１４８】
　（付記２６）
　前記選択手段は、前記隣接する基地局が管理するセルのハンドオーバ失敗率に基づいて
、前記リストを受信する基地局を選択する
　ことを特徴とする付記２３から２５のいずれか１つに記載の通信システム。
【０１４９】
　（付記２７）
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　隣接する基地局が記憶する、前記隣接する基地局が管理するセルに隣接するセルを、前
記隣接するセルが属するコアネットワークを識別する識別子と対応付けたリストを受信し
、
　前記受信したリストを自基地局が管理するセルのリストとして用いる、
　ことを特徴とする通信方法。
【０１５０】
　（付記２８）
　前記受信したリストを最適化して前記自基地局が管理するセルのリストとして用いる
　ことを特徴とする付記２７に記載の通信方法。
【０１５１】
　（付記２９）
　前記リスト内のセルのうち、所定期間中にハンドオーバが実行されていないセルを前記
リストから削除して前記リストの最適化を行う
　ことを特徴とする付記２７または２８に記載の通信方法。
【０１５２】
　（付記３０）
　前記リスト内のセルの所定期間中における受信品質に基づいて、前記リスト内のセルを
リストから削除する
　ことを特徴とする付記２７から２９のいずれか１つに記載の通信方法。
【０１５３】
　（付記３１）
　前記リスト内のセルのうち、前記受信品質が一定順位以下のセルを削除する
　ことを特徴とする付記３０に記載の通信方法。
【０１５４】
　（付記３２）
　前記識別子を参照して、前記リストのセルのうち、前記自基地局が管理するセルと異な
るコアネットワークに属するセルを前記リストから削除する
　ことを特徴とする付記２７から付記３１のいずれか１つに記載の通信方法。
【０１５５】
　（付記３３）
　前記識別子を参照して、前記リストのセルのうち、前記自基地局が管理するセルと同一
のコアネットワークに属するセルを前記リストに優先的に残すように最適化を行う
　ことを特徴とする付記２７から付記３２のいずれか１つに記載の通信方法。
【０１５６】
　（付記３４）
　前記識別子を参照して、前記リストのセルのうち、前記自基地局が管理するセルと同一
のコアネットワークに属するセルの前記リスト内での優先度を上げるように最適化を行う
　ことを特徴とする付記２７から付記３３のいずれか１つに記載の通信方法。
【０１５７】
　（付記３５）
　前記受信したリストの送付元の基地局が管理するセルと、自基地局が管理するセルとを
削除して前記リストの最適化を行う
　ことを特徴とする付記２７から３４のいずれか１つに記載の通信方法。
【０１５８】
　（付記３６）
　前記リストを受信する基地局を選択する
　ことを特徴とする付記２７から３５のいずれか１つに記載の通信方法。
【０１５９】
　（付記３７）
　前記隣接する基地局が管理するセルのハンドオーバ回数に基づいて、前記リストを受信
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する基地局を選択する
　ことを特徴とする付記３６に記載の通信方法。
【０１６０】
　（付記３８）
　前記隣接する基地局が管理するセルのハンドオーバ成功率に基づいて、前記リストを受
信する基地局を選択する
　ことを特徴とする付記３６または３７に記載の通信方法。
【０１６１】
　（付記３９）
　前記隣接する基地局が管理するセルのハンドオーバ失敗率に基づいて、前記リストを受
信する基地局を選択する
　ことを特徴とする付記３６から３８のいずれか１つに記載の通信方法。
【０１６２】
　（付記４０）
　隣接する基地局が記憶する、前記隣接する基地局が管理するセルに隣接するセルを、前
記隣接するセルが属するコアネットワークを識別する識別子と対応付けたリストを受信す
る処理と、
　前記受信したリストを自基地局が管理するセルのリストとして用いる処理と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【０１６３】
　（付記４１）
　前記受信したリストを最適化して前記自基地局が管理するセルのリストとして用いる処
理
　を含むことを特徴とする付記４０に記載のプログラム。
【０１６４】
　（付記４２）
　前記リスト内のセルのうち、所定期間中にハンドオーバが実行されていないセルを前記
リストから削除して前記リストの最適化を行う処理
　を含むことを特徴とする付記４０または４１に記載のプログラム。
【０１６５】
　（付記４３）
　前記リスト内のセルの所定期間中における受信品質に基づいて、前記リスト内のセルを
リストから削除する処理
　を含むことを特徴とする付記４０から４２のいずれか１つに記載のプログラム。
【０１６６】
　（付記４４）
　前記リスト内のセルのうち、前記受信品質が一定順位以下のセルを削除する処理
　を含むことを特徴とする付記４３に記載のプログラム。
【０１６７】
　（付記４５）
　前記識別子を参照して、前記リストのセルのうち、前記自基地局が管理するセルと異な
るコアネットワークに属するセルを前記リストから削除する処理
　を含むことを特徴とする付記４０から付記４４のいずれか１つに記載のプログラム。
【０１６８】
　（付記４６）
　前記識別子を参照して、前記リストのセルのうち、前記自基地局が管理するセルと同一
のコアネットワークに属するセルを前記リストに優先的に残すように最適化を行う処理　
を含むことを特徴とする付記４０から付記４５のいずれか１つに記載のプログラム。
【０１６９】
　（付記４７）
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　前記識別子を参照して、前記リストのセルのうち、前記自基地局が管理するセルと同一
のコアネットワークに属するセルの前記リスト内での優先度を上げるように最適化を行う
処理
　を含むことを特徴とする付記４０から付記４６のいずれか１つに記載のプログラム。
【０１７０】
　（付記４８）
　前記受信したリストの送付元の基地局が管理するセルと、自基地局が管理するセルとを
削除して前記リストの最適化を行う処理
　を含むことを特徴とする付記４０から４７のいずれか１つに記載のプログラム。
【０１７１】
　（付記４９）
　前記リストを受信する基地局を選択する処理
　を含むことを特徴とする付記４０から４８のいずれか１つに記載のプログラム。
【０１７２】
　（付記５０）
　前記隣接する基地局が管理するセルのハンドオーバ回数に基づいて、前記リストを受信
する基地局を選択する処理
　を含むことを特徴とする付記４９に記載のプログラム。
【０１７３】
　（付記５１）
　前記隣接する基地局が管理するセルのハンドオーバ成功率に基づいて、前記リストを受
信する基地局を選択する処理
　を含むことを特徴とする付記４９または５０に記載のプログラム。
【０１７４】
　（付記５２）
　前記隣接する基地局が管理するセルのハンドオーバ失敗率に基づいて、前記リストを受
信する基地局を選択する処理
　を含むことを特徴とする付記４９から５１のいずれか１つに記載のプログラム。
【符号の説明】
【０１７５】
　３０１　　ＭＭＥ
　３０２　　Ｓ－ＧＷ
　３０３、３０４、１０００　　基地局
　３０５　　中継基地局
　３０６　　移動端末
　３０７、３０８　　ピコ基地局
　１００１　　リスト
　１００２　　受信手段
　１００３　　制御手段
　３０７１　　記憶部
　３０７２　　受信部
　３０７３　　制御部
　３０７４　　選択部
　３０７５　　測定部
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